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判 例 研 究

〔
判
示
事
項
〕

　

全
株
式
譲
渡
制
限
会
社
が
第
三
者
割
当
て
の
方
法
に
よ
り
募
集
株

式
を
発
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
募
集
事
項
を
決
定
す
る
株
主
総
会

決
議
（
会
社
法
一
九
九
条
一
項
、
二
項
）
の
不
存
在
は
、
当
該
募
集

株
式
の
発
行
の
無
効
事
由
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
無
効
で
あ

る
場
合
は
被
保
全
権
利
の
疎
明
が
あ
る
。

　

新
株
発
行
後
の
株
主
総
会
に
お
け
る
決
議
事
項
に
は
、
債
務
者
の

経
営
権
の
所
在
に
変
動
を
生
じ
さ
せ
る
事
項
が
含
ま
れ
て
お
り
、
本

案
訴
訟
の
判
決
の
確
定
を
待
っ
て
い
て
は
、
そ
の
間
に
同
総
会
に
お

い
て
本
件
新
株
発
行
に
係
る
株
式
の
議
決
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
債
権
者
ら
に
著
し
い
損
害
が
生
じ
る
こ
と
、
債
権
者
ら
に
生

ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
、
本
件
仮
処
分
を
必
要
と
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
、
保
全
の
必
要
性
の
疎
明
が
あ
る
。

〔
参
照
条
文
〕

会
社
法
一
九
九
条
・
八
三
九
条
、
民
事
保
全
法
二
三
条

〔
事
　
実
〕

　

債
務
者
Ｙ
は
、
建
物
管
理
の
代
行
及
び
派
遣
業
等
を
目
的
と
す
る

株
式
会
社
で
あ
り
、
株
式
譲
渡
制
限
会
社
で
あ
る
。
債
権
者
Ｘ１
Ｘ２
Ｘ３

は
、
い
ず
れ
も
Ｙ
の
株
主
で
あ
り
、
Ｘ１
は
少
な
く
と
も
一
万
一
四
〇

〇
株
、
Ｘ２
は
六
〇
〇
〇
株
、
Ｘ３
は
七
〇
〇
〇
株
を
保
有
し
て
い
る
。

Ｘ１
と
Ｘ３
は
、
Ｙ
の
取
締
役
で
も
あ
る
。

　

平
成
二
二
年
一
二
月
一
四
日
、
Ｙ
の
第
三
六
回
定
時
株
主
総
会

判
例
研
究新

株
発
行
無
効
の
訴
え
を
本
案
訴
訟
と
す
る
議
決
権
行
使
禁
止

の
仮
処
分

〔
商
法　

五
四
四
〕

（
東
京
地
裁
平
成
二
四
年
一
月
一
七
日
決
定

平
成
二
三
年
モ
第
四
〇
〇
五
八
号
保
全
異
議
申
立
事
件

金
融
・
商
事
判
例
一
三
八
九
号
六
〇
頁

【
原
決
定
認
可
（
確
定
）】

）
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（
以
下
「
一
二
月
総
会
」
と
い
う
。）
が
開
催
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ｙ
に

つ
い
て
、
委
任
状
提
出
者
を
含
む
九
名
の
株
主
が
出
席
し
（
出
席
株

主
の
有
す
る
議
決
権
数
四
万
個
）、
第
三
者
割
当
て
の
方
法
に
よ
る

普
通
株
式
二
万
株
の
発
行
を
行
う
こ
と
（
本
件
新
株
発
行
）
に
つ
い

て
満
場
一
致
で
承
認
可
決
（
以
下
「
本
件
決
議
」
と
い
う
。）
さ
れ

た
と
い
う
内
容
が
記
載
さ
れ
た
平
成
二
三
年
一
月
一
七
日
付
け
の
臨

時
株
主
総
会
議
事
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
同
議
事
録
に
表

示
さ
れ
た
株
主
総
会
を
「
一
月
総
会
」
と
い
う
。）。
Ｙ
は
、
平
成
二

三
年
三
月
三
一
日
、
本
件
新
株
発
行
を
行
い
、
Ｙ
の
発
行
済
株
式
の

総
数
は
四
万
株
か
ら
六
万
株
に
増
加
し
た
。

　

Ｘ
ら
は
、
平
成
二
三
年
九
月
六
日
、
本
件
新
株
発
行
に
つ
き
、
新

株
発
行
無
効
の
訴
え
（
本
案
訴
訟
）
を
提
起
し
た
。
ま
た
、
Ｘ
ら
は
、

平
成
二
三
年
一
〇
月
一
二
日
、
会
社
法
三
〇
三
条
及
び
三
〇
五
条
に

基
づ
き
、
Ｙ
の
代
表
取
締
役
に
対
し
、
同
人
の
取
締
役
か
ら
の
解
任
、

取
締
役
六
名
及
び
監
査
役
二
名
の
各
選
任
を
平
成
二
三
年
一
〇
月
期

総
会
の
目
的
と
す
る
こ
と
、
Ｘ
ら
が
提
出
し
よ
う
と
す
る
上
記
各
議

案
の
要
領
を
株
主
に
通
知
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
。
平
成
二
三
年
一

〇
月
期
総
会
は
、
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。

　

Ｘ
ら
は
、
本
件
新
株
発
行
は
、
株
主
総
会
決
議
を
経
て
お
ら
ず
、

無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
平
成
二
三
年
一
〇
月
期
総
会
に
お
い
て
、

本
件
新
株
発
行
に
係
る
株
式
に
つ
い
て
議
決
権
の
行
使
を
許
し
て
は

な
ら
な
い
旨
の
仮
処
分
命
令
申
立
て
（
以
下
「
本
件
仮
処
分
命
令
申

立
て
」
と
い
う
。）
を
し
た
と
こ
ろ
、
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
Ｘ
ら

の
本
件
仮
処
分
命
令
申
立
て
を
認
容
す
る
旨
の
仮
処
分
決
定
を
し
た

（
東
京
地
決
平
成
二
三
年
一
一
月
二
九
日
（
判
例
集
未
登
載
））。

　

Ｙ
は
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
保
全
異
議
を
申
し
立
て
、
原
決
定
の

取
消
し
と
本
件
仮
処
分
命
令
申
立
て
の
却
下
を
求
め
た
。

〔
判
　
旨
〕
原
決
定
認
可
（
確
定
）

一　

被
保
全
権
利
の
存
否

　

全
株
式
譲
渡
制
限
会
社
が
第
三
者
割
当
て
の
方
法
に
よ
り
募
集
株

式
を
発
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
募
集
事
項
を
決
定
す
る
株
主
総
会

決
議
（
会
社
法
一
九
九
条
一
項
、
二
項
）
の
不
存
在
は
、
当
該
募
集

株
式
の
発
行
の
無
効
事
由
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
件
記
録
及
び
審
尋
の
全
趣
旨

に
よ
れ
ば
、
Ｙ
が
全
株
式
譲
渡
制
限
会
社
で
あ
る
こ
と
、
本
件
新
株

発
行
に
つ
い
て
は
、
募
集
事
項
を
決
定
す
る
株
主
総
会
決
議
が
存
在

し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
本
件
新
株
発
行
に
は
無
効
事
由
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。

　

…
…
以
上
の
と
お
り
、
本
件
新
株
発
行
は
無
効
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
、
被
保
全
権
利
の
疎
明
は
あ
る
。

二　

保
全
の
必
要
性
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一
件
記
録
及
び
審
尋
の
全
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
三
年
一
〇
月

期
総
会
に
お
け
る
決
議
事
項
に
は
、
Ｙ
の
経
営
権
の
所
在
に
変
動
を

生
じ
さ
せ
る
事
項
が
含
ま
れ
て
お
り
、
本
案
訴
訟
の
判
決
の
確
定
を

待
っ
て
い
て
は
、
そ
の
間
に
同
総
会
に
お
い
て
本
件
新
株
発
行
に
係

る
株
式
の
議
決
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｘ
ら
に
著
し
い
損

害
が
生
じ
る
こ
と
、
Ｘ
ら
に
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
、

本
件
仮
処
分
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
保
全
の
必
要
性
の

疎
明
も
あ
る
。

〔
研
　
究
〕
結
論
賛
成

一　

本
件
は
、
公
開
会
社
で
な
い
会
社
に
お
い
て
、
新
株
発
行
無
効

判
決
の
確
定
前
に
、
新
株
に
つ
い
て
議
決
権
の
行
使
を
許
し
て
は
な

ら
な
い
旨
の
仮
処
分
命
令
申
立
て
を
認
容
す
る
旨
の
仮
処
分
決
定
が

な
さ
れ
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
保
全
異
議
を
申
し
立
て
、
原
決
定
の

取
消
し
と
本
件
仮
処
分
命
令
申
立
て
の
却
下
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

新
株
発
行
無
効
の
訴
え
の
認
容
判
決
が
確
定
し
て
も
遡
及
効
が
な
い

（
会
社
法
八
三
九
条
）。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
新
株
発
行
に
無
効
事
由

が
あ
る
と
し
て
も
、
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
の
認
容
判
決
が
確
定
す

る
ま
で
は
そ
の
者
が
新
株
主
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
新
株

発
行
無
効
判
決
の
確
定
前
に
仮
処
分
を
も
っ
て
新
株
主
の
議
決
権
の

行
使
を
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
株

主
の
議
決
権
行
使
の
禁
止
の
仮
処
分
は
仮
の
地
位
を
求
め
る
仮
処
分

命
令
で
あ
り
、
仮
の
地
位
を
求
め
る
仮
処
分
命
令
は
、
争
い
が
あ
る

権
利
関
係
に
つ
い
て
債
権
者
に
生
ず
る
著
し
い
損
害
又
は
急
迫
の
危

険
を
避
け
る
た
め
に
こ
れ
を
必
要
と
す
る
と
き
に
発
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
民
事
保
全
法
二
三
条
二
項
）。
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
を
本

案
訴
訟
と
す
る
議
決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
に
お
い
て
、
争
い
が
あ

る
権
利
関
係
（
被
保
全
権
利
）
は
新
株
発
行
無
効
請
求
権
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
場
合
に
は
保
全
の
必
要
性
に
つ
い

て
ど
う
判
断
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
初
め
て
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ

る
。

　

議
決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
に
つ
い
て
は
、
株
式
の
帰
属
が
争
わ

れ
る
場
合
、
株
式
の
存
在
が
争
わ
れ
る
場
合
に
加
え
、
議
決
権
の
濫

用
を
理
由
と
し
た
場
合
も
現
れ
て
い
る
（
い
わ
ゆ
る
国
際
航
業
事
件

に
関
す
る
東
京
地
決
昭
和
六
三
年
六
月
二
日
判
例
時
報
一
二
七
七
号

（
一
九
八
八
年
）
一
〇
六
頁
）。
株
主
の
議
決
権
行
使
に
関
す
る
仮
処

分
に
は
、
仮
処
分
の
許
容
性
、
仮
処
分
債
務
者
適
格
、
定
足
数
の
計

算
、
事
後
に
お
け
る
本
案
敗
訴
等
と
決
議
の
効
力
が
問
題
と
な
る
が
、

こ
れ
ら
の
検
討
に
際
し
て
は
仮
処
分
の
態
様
並
び
に
場
面
に
よ
っ
て

差
異
が
あ
る
（
松
浦
馨
「
株
主
の
議
決
権
行
使
に
関
す
る
仮
処
分
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
『
商
法
の
争
点
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九

三
年
）
一
一
六
頁
（
松
浦
①
））。
本
件
は
、
新
株
発
行
の
効
力
が
争
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わ
れ
、
株
式
の
存
在
そ
の
も
の
が
争
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
の
で
、

こ
の
場
合
に
絞
っ
て
、
前
述
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。
本
判
決
は
、

新
株
発
行
無
効
の
訴
え
を
本
案
訴
訟
と
す
る
議
決
権
行
使
禁
止
の
仮

処
分
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
非
保
全
権
利
の
存
否
と

保
全
の
必
要
性
に
つ
い
て
判
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
、

前
述
の
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、

新
株
発
行
無
効
の
訴
え
を
本
案
訴
訟
と
す
る
議
決
権
仮
処
分
は
可
能

か
否
か
と
そ
れ
に
付
随
す
る
問
題
を
考
察
し
た
上
で
、
非
保
全
権
利

の
存
否
と
保
全
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

二　

ま
ず
、
新
株
発
行
の
無
効
判
決
の
確
定
前
に
お
い
て
、
当
該
新

株
発
行
に
係
る
株
式
に
つ
い
て
議
決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
が
認
め

ら
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
否
定
説
は
、
新
株
発
行
無
効
判

決
は
確
定
し
て
も
遡
及
効
が
な
い
の
で
（
会
社
法
八
三
九
条
）、
そ

の
新
株
発
行
に
無
効
事
由
が
あ
る
と
し
て
も
、
新
株
発
行
無
効
判
決

が
確
定
す
る
ま
で
は
そ
の
者
が
新
株
主
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
こ
と
を
前
提
と
す
る
限
り
、
新
株
発
行
無
効
判
決
の
確
定
前
に
仮

処
分
を
も
っ
て
新
株
主
の
議
決
権
行
使
を
禁
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
と
す
る
（
垣
内
正
「
議
決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
申
請
事
件
」

山
口
和
男
ほ
か
『
商
事
非
訟
・
保
全
事
件
の
実
務
』（
判
例
時
報
社
、

一
九
九
一
年
）
二
七
〇
頁
。
但
し
、
授
権
資
本
の
枠
を
超
え
た
超
過

発
行
、
定
款
に
定
め
の
な
い
種
類
の
株
式
発
行
、
発
行
差
止
仮
処
分

に
違
反
し
て
さ
れ
た
新
株
発
行
、
通
知
・
公
告
を
欠
い
た
新
株
発
行

等
に
つ
い
て
は
、
新
株
主
に
よ
る
議
決
権
行
使
が
権
利
濫
用
と
み
う

る
と
き
の
み
議
決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
が
許
容
さ
れ
る
と
す
る

（
同
・
二
七
一
頁
））。

　

実
務
上
は
一
概
に
か
か
る
仮
処
分
を
否
定
す
る
取
扱
い
は
し
て
お

ら
ず
（
長
谷
部
幸
弥
「
株
主
総
会
を
め
ぐ
る
仮
処
分
―
開
催
・
決

議
・
議
決
権
行
使
禁
止
」
門
口
正
人
編
『
新
・
裁
判
実
務
大
系
第
一

一
巻
会
社
訴
訟
・
商
事
仮
処
分
・
商
事
非
訟
』（
青
林
書
院
、
二
〇

〇
一
年
）
二
三
三
頁
）、
判
例
は
以
下
の
と
お
り
肯
定
し
て
い
る
。

①
神
戸
地
判
昭
和
三
一
年
二
月
一
日
（
下
級
裁
判
所
民
事
裁
判
例
集

七
巻
二
号
（
一
九
五
六
年
）
一
八
五
頁
）
は
、
株
主
総
会
決
議
取
消

な
い
し
不
存
在
確
認
訴
訟
を
本
案
訴
訟
と
す
る
取
締
役
の
職
務
執
行

停
止
、
代
行
者
選
任
の
仮
処
分
訴
訟
で
あ
る
が
、
す
で
に
新
株
発
行

無
効
の
訴
え
を
本
案
訴
訟
と
す
る
議
決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
が
な

さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
り
、「
新
株
発
行
を
無
効
と
す
る
確
定
判
決

は
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
新
株
を
無
効
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ

ろ
、
右
仮
処
分
は
、
右
判
決
確
定
以
前
に
新
株
そ
の
も
の
か
ら
仮
に

議
決
権
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
つ
ま
り
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
右
新

株
の
無
効
（
い
わ
ば
一
部
無
効
）
の
状
態
な
い
し
地
位
を
暫
定
的
に

実
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
い
る
。
②
東
京
高
判

昭
和
四
三
年
九
月
二
〇
日
（
東
京
高
等
裁
判
所
（
民
事
）
判
決
時
報
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一
九
巻
九
号
（
一
九
六
八
年
）
一
八
七
頁
）
は
、「
新
株
募
集
の
取

締
役
会
の
決
議
不
存
在
確
認
を
本
案
訴
訟
と
す
る
議
決
権
行
使
禁
止

の
仮
処
分
を
求
め
た
こ
と
に
対
し
、
そ
の
発
行
に
関
す
る
決
議
が
本

案
訴
訟
に
お
い
て
不
存
在
と
確
定
さ
れ
て
も
、
別
に
新
株
発
行
無
効

の
訴
え
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
新
株
の
発
行
を
無
効
と
す
る
に
由
な
い

も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
新
株
発
行
無
効
の
訴

え
を
本
案
訴
訟
と
す
る
議
決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
を
前
提
と
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
③
名
古
屋
地
判
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
（
判

例
タ
イ
ム
ズ
五
三
三
号
（
一
九
八
四
年
）
一
四
六
頁
）
は
、
既
存
株

主
が
新
株
主
に
対
し
会
社
の
株
主
総
会
に
お
け
る
新
株
主
の
議
決
権

行
使
禁
止
の
仮
処
分
決
定
を
得
た
後
に
、
右
決
定
に
対
し
本
案
訴
訟

の
起
訴
命
令
が
な
さ
れ
、
既
存
株
主
が
こ
れ
に
応
じ
て
会
社
を
相
手

と
す
る
新
株
発
行
不
存
在
お
よ
び
無
効
確
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
が
、

新
株
主
が
右
訴
え
は
本
件
仮
処
分
の
本
案
訴
訟
に
あ
た
ら
な
い
と
し

て
、
本
件
仮
処
分
の
取
消
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
が
、「
本
件
仮
処

分
は
新
株
発
行
不
存
在
確
認
な
い
し
無
効
遡
及
権
を
被
保
全
権
利
と

し
、
新
株
主
名
義
の
新
株
式
の
効
力
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
議

決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
新
株
の

発
行
に
無
効
原
因
が
あ
る
と
し
て
こ
の
場
合
、
本
案
訴
訟
で
新
株
主

名
義
の
株
式
の
効
力
を
争
う
に
は
、
商
法
所
定
の
新
株
発
行
無
効
の

訴
え
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
本
案
訴
訟
の
被
告
と
仮
処
分
の
債
務
者

が
異
な
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
右
訴
え
を
も
っ
て
本
件
仮
処
分
の
本

案
訴
訟
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
し
、
新
株
主
の
申
立
て

を
棄
却
し
た
判
決
で
あ
る
。
④
東
京
地
決
平
成
二
三
年
一
一
月
二
九

日
（
判
例
集
未
登
載
）
は
、
本
件
の
原
決
定
で
あ
る
議
決
権
行
使
禁

止
仮
処
分
で
あ
る
が
、
債
権
者
ら
の
仮
処
分
命
令
申
立
て
を
認
容
す

る
旨
の
仮
処
分
決
定
を
行
っ
て
い
る
（
金
融
・
商
事
判
例
一
三
八
九

号
（
二
〇
一
二
年
）
六
三
頁
）。
⑤
本
件
で
あ
る
。
会
社
法
の
下
で
、

新
株
発
行
無
効
の
訴
え
を
本
案
訴
訟
と
す
る
議
決
権
行
使
禁
止
の
仮

処
分
を
認
め
た
公
表
裁
判
例
と
し
て
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
（
大
塚

和
成
「
本
件
判
批
」
銀
行
法
務
21
七
四
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
七
一

頁
、
弥
永
真
生
「
本
件
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
八
号
（
二
〇
一

二
年
）
三
頁
、
受
川
環
大
「
本
件
判
批
」
法
学
教
室
三
九
〇
号
判
例

セ
レ
ク
ト
二
〇
一
二
［
Ⅱ
］（
二
〇
一
二
年
）
一
六
頁
）。

　

判
例
同
様
、
肯
定
説
は
、
こ
の
仮
処
分
は
非
訟
事
件
的
あ
る
い
は

会
社
行
政
的
性
格
の
濃
い
も
の
と
し
て
そ
の
面
を
か
な
り
強
く
考
え

て
仮
処
分
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
（
鴻
常
夫
『
商
法
研
究

ノ
ー
ト
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
五
年
）
二
二
五
頁
）、
新
株
発

行
無
効
の
訴
え
に
遡
及
効
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
単
に
法
律
関
係

の
処
理
の
単
純
化
の
た
め
の
便
宜
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ

と
の
ゆ
え
に
仮
処
分
の
必
要
性
が
存
す
る
に
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
否
定

す
る
の
は
正
当
で
は
な
い
と
す
る
（
大
隅
健
一
郎
「
株
主
権
に
も
と
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づ
く
仮
処
分
」『
吉
川
大
二
郎
博
士
還
暦
記
念
・
保
全
処
分
の
体
系

〔
下
巻
〕』（
法
律
文
化
社
、
一
九
六
六
年
）
六
五
八
頁
、
新
堂
幸
司

「
仮
処
分
」
三
ケ
月
章
・
新
堂
幸
司
・
北
沢
正
啓
・
喜
多
川
篤
典

『
経
営
訴
訟　

経
営
法
学
全
集
一
九
巻
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九

六
六
年
）
一
四
〇
頁
、
竹
中
邦
夫
「
議
決
権
の
行
使
を
禁
止
す
る
仮

処
分
」
竹
下
守
夫
＝
藤
田
耕
三
『
裁
判
所
実
務
大
系
第
三
巻
会
社
訴

訟
・
会
社
更
生
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
八
五
年
）
一
二
九
頁
、
中

島
弘
雅
「
株
式
を
め
ぐ
る
仮
処
分
」
中
野
貞
一
郎
ほ
か
編
『
民
事
保

全
講
座
第
三
巻
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
六
年
）
二
九
二
頁
、
野

村
秀
敏
『
民
事
保
全
法
研
究
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
二
〇
五

頁
、
新
谷
勝
『
会
社
訴
訟
・
仮
処
分
の
理
論
と
実
務
〔
第
二
版
〕』

（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
一
年
）
一
八
三
頁
、
飯
畑
勝
之
＝
阿
部

弘
＝
布
目
貴
士
「
議
決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
」
東
京
地
方
裁
判
所

商
事
研
究
会
編
『
類
型
別
会
社
訴
訟
Ⅱ
〔
第
三
版
〕』（
判
例
タ
イ
ム

ズ
社
、
二
〇
一
一
年
）
八
八
九
頁
、
北
村
雅
史
「
本
件
判
批
」
私
法

判
例
リ
マ
ー
ク
ス
四
六
号
（
二
〇
一
三
年
）
八
九
頁
）。

　

次
に
、
仮
処
分
債
務
者
適
格
の
問
題
で
あ
る
。
仮
処
分
の
債
権
者

は
、
本
案
訴
訟
で
あ
る
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
の
原
告
適
格
者
た
る

株
主
、
取
締
役
又
は
清
算
人
（
監
査
役
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
株
主
、

取
締
役
、
監
査
役
又
は
清
算
人
、
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
株

主
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
清
算
人
）（
会
社
法
八
二
八
条
二
項
二

号
）
で
あ
る
が
、
新
株
の
株
主
を
債
務
者
と
し
て
も
よ
い
か
が
問
題

と
な
る
。
こ
の
場
合
の
仮
処
分
は
一
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
り
（
鴻
・
前
掲
・
二
二
五
頁
）、
単
に
特
定
の
株
主
に
つ

い
て
議
決
権
の
行
使
を
停
止
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
無

効
の
訴
え
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
新
株
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
そ
の

も
の
を
剥
奪
し
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
新
株
の
無
効
の
状
態
を
暫
定

的
に
実
現
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
と
し
て
、
仮
処
分
債
務

者
に
つ
い
て
は
会
社
の
み
と
す
る
説
（
鴻
・
前
掲
・
二
二
五
頁
、
大

隅
・
前
掲
・
六
五
九
頁
、
長
谷
部
茂
吉
「
議
決
権
の
行
使
停
止
ま
た

は
行
使
許
容
の
仮
処
分
に
対
す
る
疑
問
」
鈴
木
忠
一
編
『
会
社
と
訴

訟
（
上
）
松
田
判
事
在
職
四
十
年
記
念
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
）

二
六
七
頁
、
野
村
・
前
掲
・
二
一
三
頁
、
新
谷
・
前
掲
・
一
八
四

頁
）、
新
株
主
の
み
を
債
務
者
と
し
て
も
よ
い
と
す
る
説
（
清
水
湛

「
株
主
議
決
権
行
使
停
止
の
仮
処
分
の
効
力
の
及
び
範
囲
」
商
事
法

務
三
〇
〇
号
（
一
九
六
三
年
）
一
四
頁
）、
会
社
に
加
え
、
新
株
発

行
無
効
の
訴
え
が
対
世
的
効
力
を
有
す
る
こ
と
か
ら
本
案
訴
訟
の
判

決
の
効
力
の
及
ぶ
第
三
者
た
る
新
株
主
も
債
務
者
と
し
て
も
よ
い
と

す
る
説
（
竹
中
・
前
掲
・
一
二
九
頁
、
中
島
・
前
掲
・
二
九
三
頁
）

に
分
か
れ
て
い
る
。
実
務
上
は
会
社
と
新
株
主
の
双
方
を
債
務
者

（
又
は
第
三
債
務
者
）
と
し
て
、
会
社
に
対
し
て
は
議
決
権
行
使
不

許
容
の
、
新
株
主
に
対
し
て
は
議
決
権
行
使
停
止
の
仮
処
分
を
し
て
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お
り
（
前
掲
・
清
水
・
一
四
頁
）、
前
述
の
③
判
決
は
、
新
株
発
行

無
効
の
訴
え
の
被
告
は
会
社
、
議
決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
の
債
務

者
が
新
株
主
で
あ
っ
て
も
、
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
を
本
案
と
し
て
、

議
決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
と
す
る
。
本

件
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
問
題
と
し
て
お
ら
ず
、
ど
の
立
場
に

立
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
仮
処
分
の
債
務
者
は
会
社
だ

け
で
あ
り
、
本
案
訴
訟
の
被
告
と
仮
処
分
の
債
務
者
は
一
致
し
て
い

る
。

　

議
決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
に
よ
り
議
決
権
行
使
を
停
止
さ
れ
た

新
株
の
数
は
、
定
足
数
の
計
算
に
際
し
て
、
判
決
確
定
ま
で
新
株
自

体
か
ら
議
決
権
を
奪
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
発
行
済
株
式
の
総
数
に

算
入
す
べ
き
で
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
③
判
決
、
鴻
・
前
掲
・
二

二
五
頁
、
竹
中
・
前
掲
・
一
三
〇
頁
、
垣
内
・
前
掲
・
二
七
八
頁
、

野
村
・
前
掲
・
二
一
三
頁
、
新
谷
・
前
掲
・
一
八
四
頁
）。

　

議
決
権
行
使
許
容
の
仮
処
分
命
令
に
従
っ
て
議
決
権
行
使
が
さ
れ

決
議
が
な
さ
れ
た
が
、
本
案
訴
訟
で
あ
る
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
を

棄
却
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
、
当
該
株
主
総
会
の
決
議
取
消
事

由
に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
決
議
の
当
時
仮
処
分
は
有
効
で

あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
法
律
関
係
の
安
定
を
図
る
た
め
に
も
取
消
事
由

と
な
ら
な
い
と
す
る
説
（
大
隅
健
一
郎
＝
今
井
宏
『
会
社
法
論
中
巻

〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）
八
〇
頁
、
西
原
寛
一
＝
大

隅
健
一
郎
＝
鈴
木
竹
雄
＝
大
森
忠
夫
『
株
主
総
会
』（
有
斐
閣
、
一

九
五
八
年
）
六
七
頁
～
七
〇
頁
（
大
隅
・
大
森
発
言
・
西
原
各
発

言
）、
吉
川
大
二
郎
『
判
例
保
全
処
分
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
六
一

年
）
一
二
〇
頁
、
井
関
浩
「
株
主
た
る
地
位
（
株
券
）
の
帰
属
を
め

ぐ
る
紛
争
の
際
の
保
全
処
分
」
西
山
俊
彦
＝
林
屋
礼
二
編
『
仮
差

押
・
仮
処
分
〔
実
務
法
律
体
系
第
八
巻
〕』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九

七
二
年
）
五
二
九
頁
、
今
井
宏
「
議
決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
―
東

京
地
裁
昭
和
六
三
・
六
・
二
八
決
定
（
国
際
航
業
事
件
）
を
中
心
に

―
」
姫
路
法
学
第
二
号
（
一
九
八
九
年
）
六
五
頁
、
長
谷
部
幸
弥
・

前
掲
・
二
三
六
頁
、
西
村
英
樹
＝
馬
渡
直
史
「
株
主
総
会
決
議
取
消

し
、
不
存
在
確
認
、
無
効
確
認
の
訴
え
」
東
京
地
方
裁
判
所
研
究
会

編
『
類
型
別
会
社
訴
訟
Ⅰ
〔
第
三
版
〕』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇

一
一
年
）
四
四
三
頁
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
決
議
に
よ
り
選
任

さ
れ
た
取
締
役
を
排
除
す
る
た
め
に
は
取
締
役
解
任
の
決
議
に
よ
る

こ
と
を
要
す
る
な
ど
困
難
を
と
も
な
い
、
債
権
者
・
債
務
者
を
で
き

る
だ
け
公
平
に
取
り
扱
う
よ
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
の
要
請
に
反

す
る
と
い
う
批
判
が
あ
り
（
今
井
・
前
掲
・
六
五
頁
）、
仮
処
分
の

仮
定
性
か
ら
で
き
る
だ
け
原
状
回
復
の
可
能
性
を
確
保
す
る
解
釈
が

要
求
さ
れ
る
こ
と
や
、
債
権
者
の
受
け
る
利
益
・
不
利
益
と
債
務
者

の
受
け
る
そ
れ
と
が
で
き
る
だ
け
均
衡
す
る
よ
う
な
解
釈
が
望
ま
れ

る
こ
と
か
ら
（
松
浦
馨
「
株
主
の
議
決
権
行
使
に
関
す
る
仮
処
分
」
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北
沢
正
啓
編
『
判
例
と
学
説
５
・
商
法
Ⅰ
（
会
社
）』（
日
本
評
論
社
、

一
九
七
七
年
）
一
七
八
頁
（
松
浦
②
））、
出
訴
期
間
の
起
算
日
を
判

決
確
定
日
と
し
て
取
消
事
由
と
な
る
と
す
る
説
（
西
原
他
・
前
掲
・

七
〇
頁
（
鈴
木
発
言
）、
松
浦
②
・
前
掲
・
一
七
八
頁
、
長
谷
部
茂

吉
・
前
掲
・
二
六
五
頁
、
垣
内
・
前
掲
・
二
七
九
頁
、
中
島
・
前

掲
・
二
九
九
頁
、
野
村
・
前
掲
・
二
一
三
頁
、
北
村
・
前
掲
・
八
九

頁
）
と
、
取
消
事
由
に
な
る
と
解
し
た
上
で
出
訴
期
間
の
三
ヶ
月
以

内
に
提
訴
し
て
お
く
べ
き
と
す
る
説
（
新
谷
・
前
掲
・
二
〇
〇
頁
）

が
あ
る
。

三　

保
全
命
令
の
申
立
て
は
、
そ
の
趣
旨
並
び
に
保
全
す
べ
き
権
利

又
は
権
利
関
係
及
び
保
全
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
、
こ
れ
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
民
事
保
全
法
一
三
条
一
項
）、
保
全
す
べ
き
権

利
又
は
権
利
関
係
及
び
保
全
の
必
要
性
は
疎
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
同
法
同
条
二
項
）。

　

ま
ず
、
被
保
全
権
利
の
存
否
で
あ
る
が
、
本
件
は
新
株
発
行
無
効

の
訴
え
を
本
案
訴
訟
と
し
て
議
決
権
行
使
禁
止
の
仮
処
分
で
あ
り
、

非
保
全
権
利
は
新
株
発
行
無
効
請
求
権
で
あ
る
（
③
判
決
、
垣
内
・

前
掲
・
二
七
〇
頁
、
飯
畑
＝
阿
部
＝
布
目
・
前
掲
・
八
八
九
頁
）。

新
株
発
行
の
無
効
事
由
に
つ
い
て
は
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

仮
処
分
が
発
令
さ
れ
る
場
合
も
限
定
さ
れ
る
（
新
谷
・
前
掲
・
一
八

三
頁
）。
本
件
で
問
題
と
な
る
の
は
、
公
開
会
社
で
な
い
会
社
に
お

い
て
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
経
な
い
で
行
わ
れ
た
新
株
発
行
の

効
力
で
あ
る
。
判
例
（
①
横
浜
地
判
平
成
二
一
年
一
〇
月
一
六
日

（
判
例
時
報
二
〇
九
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
四
八
頁
）、
②
東
京
高

判
平
成
二
二
年
六
月
二
九
日
（
金
融
・
商
事
判
例
一
三
六
〇
号
（
二

〇
一
一
年
）
一
六
頁
：
①
の
控
訴
審
）、
③
東
京
地
決
平
成
二
四
年

一
月
一
七
日
（
金
融
・
商
事
判
例
一
三
八
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
六

〇
頁
）、
④
東
京
地
判
平
成
二
四
年
四
月
二
七
日
（LEX

/D
B

文
献

番
号25492591

：
判
例
集
未
登
載
）、
⑤
最
判
平
成
二
四
年
四
月
二

四
日
（
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
集
六
六
巻
六
号
（
二
〇
一
二
年
）
二

九
〇
八
頁
）
に
お
い
て
も
、
学
説
（
𠮷
本
健
一
「
新
株
発
行
・
自
己

株
式
の
処
分
の
無
効
事
由
・
不
存
在
事
由
」
浜
田
道
代
＝
岩
原
紳
作

編
『
会
社
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
八
七
頁
、
宮
島

司
『
新
会
社
法
エ
ッ
セ
ン
ス
〔
第
三
版
補
正
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇

一
〇
年
）
二
八
二
頁
、
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
〔
第
四
版
〕』

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
七
一
四
頁
、
神
田
秀
樹
『
会
社
法
〔
第

一
四
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
八
頁
、
弥
永
真
生

『
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
会
社
法
〔
第
一
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一

二
年
）
三
〇
〇
頁
）
に
お
い
て
も
無
効
で
あ
る
。

　

⑤
判
決
は
初
め
て
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
が
、「
公
開
会
社
で
な

い
株
式
会
社
（
以
下
、「
非
公
開
会
社
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、

株
主
割
当
て
以
外
の
方
法
に
よ
り
募
集
株
式
を
発
行
す
る
た
め
に
は
、
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取
締
役
（
取
締
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
会
）
に
委
任

し
た
場
合
を
除
き
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
っ
て
募
集
事
項
を

決
定
す
る
こ
と
を
要
し
（
会
社
法
一
九
九
条
）、
ま
た
、
株
式
発
行

無
効
の
訴
え
の
提
訴
期
間
も
、
公
開
会
社
の
場
合
は
六
箇
月
で
あ
る

の
に
対
し
、
非
公
開
会
社
の
場
合
に
は
一
年
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法

八
二
八
条
一
項
二
号
）。
こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
非
公
開
会
社

に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
上
、
会
社
の
支
配
権
に
関
わ
る
持
株
比
率

の
維
持
に
係
る
既
存
株
主
の
利
益
の
保
護
を
重
視
し
、
そ
の
意
思
に

反
す
る
株
式
の
発
行
は
株
式
発
行
無
効
の
訴
え
に
よ
り
救
済
す
る
と

い
う
の
が
会
社
法
の
趣
旨
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
非
公
開
会
社
に

お
い
て
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
経
な
い
ま
ま
株
主
割
当
て
以
外

の
方
法
に
よ
る
募
集
株
式
の
発
行
が
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
発
行
手
続

に
は
重
大
な
法
令
違
反
が
あ
り
、
こ
の
瑕
疵
は
上
記
株
式
発
行
の
無

効
原
因
に
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。

　

本
件
に
お
い
て
は
、
債
務
者
が
全
株
式
譲
渡
制
限
会
社
で
あ
る
こ

と
、
本
件
新
株
発
行
に
つ
い
て
は
、
募
集
事
項
を
決
定
す
る
株
主
総

会
決
議
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
本
件
新
株
発
行
に
は
無

効
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
被
保
全
権
利
の
疎
明
が
あ
る

と
す
る
。

　

次
に
、
保
全
の
必
要
性
の
判
断
に
つ
い
て
で
あ
る
。
仮
の
地
位
を

定
め
る
仮
処
分
命
令
は
、
争
い
が
あ
る
権
利
関
係
に
つ
い
て
債
権
者

に
生
ず
る
著
し
い
損
害
又
は
急
迫
の
危
険
を
避
け
る
た
め
こ
れ
を
必

要
と
す
る
と
き
に
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
事
保
全
法
二
三
条
二

項
）。
本
案
判
決
ま
で
の
間
に
非
株
主
が
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と

に
よ
り
回
復
し
が
た
い
損
害
を
生
じ
る
こ
と
の
疎
明
が
必
要
で
あ
り
、

決
議
事
項
の
内
容
の
如
何
が
重
要
で
あ
る
（
長
谷
部
幸
弥
・
前
掲
・

二
三
四
頁
、
飯
畑
＝
阿
部
＝
布
目
・
前
掲
・
八
九
一
頁
）。
会
社
の

経
営
権
に
変
動
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
（
取
締
役
の
選
任
、
解
任
等
）、

会
社
の
経
営
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
場
合
（
事
業
譲
渡
、
合
併
、

解
散
等
）
に
は
、
原
則
と
し
て
保
全
の
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
保
全
の
必
要
性
は
原
則
と
し
て
認
め

ら
れ
な
い
（
垣
内
・
前
掲
・
二
七
三
頁
、
長
谷
部
幸
弥
・
前
掲
・
二

三
四
頁
、
飯
畑
＝
阿
部
＝
布
目
・
前
掲
・
八
九
一
頁
）。
争
い
と

な
っ
て
い
る
議
決
権
の
行
使
如
何
に
よ
っ
て
会
社
の
経
営
権
の
所
在

が
動
く
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
保
全
の
必
要
性
が
な
い
と
も
い
え
る

（
竹
中
・
前
掲
・
一
二
九
頁
）。

　

本
件
は
、
決
議
事
項
に
は
経
営
権
の
所
在
に
変
動
を
生
じ
さ
せ
る

事
項
が
含
ま
れ
て
お
り
、
議
決
権
の
行
使
に
よ
り
債
権
者
ら
に
著
し

い
損
害
が
生
じ
る
こ
と
、
債
権
者
ら
に
生
じ
る
著
し
い
損
害
を
避
け

る
た
め
、
本
件
仮
処
分
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
保
全
の

必
要
性
の
疎
明
も
あ
る
と
し
て
お
り
、
前
述
の
学
説
と
同
じ
立
場
で

あ
る
。
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新
株
発
行
無
効
の
訴
え
を
本
案
訴
訟
と
す
る
議
決
権
仮
処
分
の
許

容
性
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
と
し
て
も
、
二
で
検
討
し
た
問
題
に
加

え
て
、
被
保
全
権
利
の
存
否
と
保
全
性
の
必
要
性
を
厳
重
に
解
し
、

効
果
を
弱
く
解
す
れ
ば
、
実
質
上
不
許
可
説
に
限
り
な
く
近
づ
く
こ

と
に
な
る
（
松
浦
・
前
掲
②
・
一
六
八
頁
）。
こ
の
点
を
含
め
て
、

以
下
、
検
討
を
行
う
。

四　

本
件
の
被
保
全
権
利
は
新
株
発
行
無
効
訴
権
で
あ
る
。
新
株
発

行
行
為
の
効
力
は
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
（
会
社
法
八
二
八
条
一
項

二
号
）
と
新
株
発
行
不
存
在
確
認
の
訴
え
（
同
法
八
二
九
条
二
号
）

に
お
い
て
の
み
争
う
こ
と
が
で
き
る
。
新
株
発
行
行
為
は
、
社
団
法

的
な
一
つ
の
法
律
行
為
で
あ
り
、
認
容
判
決
の
効
力
は
第
三
者
に
も

及
び
（
会
社
法
八
三
八
条
）、
将
来
に
向
か
っ
て
そ
の
効
力
を
失
う

（
同
法
八
三
九
条
）。
無
効
確
定
の
効
力
が
当
事
者
間
に
お
い
て
の
み

生
ず
る
も
の
と
す
る
と
そ
の
法
律
関
係
は
錯
綜
し
て
解
決
す
る
こ
と

が
得
な
い
も
の
が
あ
る
と
同
時
に
、
新
株
発
行
行
為
が
初
め
よ
り
効

力
が
な
い
も
の
と
す
る
と
、
新
株
の
払
込
、
そ
の
譲
渡
、
こ
れ
に
対

す
る
利
益
の
配
当
等
の
多
数
人
間
の
多
数
行
為
は
皆
無
効
と
な
っ
て
、

解
決
で
き
な
い
問
題
が
生
ず
る
か
ら
、
無
効
判
決
の
効
力
を
対
世
的

か
つ
非
遡
及
的
と
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
（
松
本
烝
治
「
商
法

改
正
要
綱
解
説
（
五
）」
法
学
協
会
雑
誌
五
〇
巻
一
号
（
一
九
三
二

年
）
一
四
〇
頁
）。
法
律
関
係
を
簡
明
に
し
（
松
本
・
前
掲
・
一
四

二
頁
）、
法
律
関
係
の
錯
綜
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
（
司
法
省
民
事

局
編
『
商
法
中
改
正
法
律
案
理
由
書
（
総
則
会
社
）』（
一
九
三
七
年
、

清
水
書
店
）
二
〇
九
頁
）。

　

新
株
発
行
無
効
の
訴
え
の
提
起
か
ら
裁
判
に
よ
っ
て
当
事
者
間
の

権
利
義
務
関
係
が
確
定
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
相
当
の
時
間
が
か
か
り
、

訴
訟
過
程
中
、
不
安
定
な
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
訴
訟
で

主
張
さ
れ
た
権
利
が
判
決
の
確
定
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
、

現
在
の
紛
争
関
係
か
ら
判
決
確
定
後
の
権
利
関
係
へ
の
い
わ
ば
橋
渡

し
と
し
て
、
紛
争
当
事
者
間
に
一
定
の
法
律
関
係
を
形
成
・
設
定
す

る
も
の
と
し
て
仮
処
分
と
い
う
制
度
が
あ
る
（
新
堂
・
前
掲
・
九
七

頁
）。
無
効
の
認
容
判
決
が
出
さ
れ
る
ま
で
は
、
新
株
発
行
の
効
力

は
有
効
だ
か
ら
と
い
っ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
と
、
新
株
発
行
が
無

効
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
株
主
総
会
で
取
締
役
の
選
任
決
議
が
行
わ

れ
経
営
権
の
移
動
が
あ
っ
た
場
合
に
は
再
度
や
り
直
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
議
決
権
を
行
使
さ
せ
な
い
と
い
う
仮
処

分
が
必
要
な
場
面
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
を
本

案
訴
訟
と
す
る
議
決
権
禁
止
の
仮
処
分
の
許
容
性
は
認
め
る
べ
き
で

あ
る
。
本
案
訴
訟
が
敗
訴
と
な
っ
た
場
合
に
決
議
取
消
し
を
認
め
な

い
と
、
債
権
者
の
権
利
を
認
め
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
が
、
決
議
取
消

し
を
認
め
る
と
、
結
局
は
法
律
関
係
が
錯
綜
す
る
こ
と
と
な
り
、
法

律
関
係
が
錯
綜
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
無
効
判
決
の
効
力
を
不



79

判 例 研 究

遡
及
と
し
た
意
味
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
決
議
取

消
し
を
認
め
る
と
す
る
と
決
議
取
消
し
の
訴
え
の
出
訴
期
間
で
あ
る

三
ヶ
月
を
過
ぎ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
、
出
訴
期
間
の
起
算
日

を
判
決
確
定
日
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
向
へ
向
か
う
こ
と
に
な

る
が
、
そ
も
そ
も
法
律
関
係
の
早
期
安
定
の
た
め
に
出
訴
期
間
を

三
ヶ
月
と
限
定
し
て
い
る
（
会
社
法
八
三
一
条
）
意
味
が
な
く
な
る

の
で
、
出
訴
期
間
の
三
ヶ
月
以
内
に
提
訴
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

仮
処
分
の
許
容
性
は
認
め
る
が
、
被
保
全
権
利
の
存
否
と
保
全
の
必

要
性
の
疎
明
は
厳
格
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
、
明
ら
か
に
新
株

発
行
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
の
み
被
保
全
権
利
を
認
め
る
べ
き
で
あ

る
。
三
の
⑤
判
決
は
、「
非
公
開
会
社
に
お
い
て
、
株
主
総
会
の
特

別
決
議
を
経
な
い
ま
ま
株
主
割
当
て
以
外
の
方
法
に
よ
る
募
集
株
式

の
発
行
が
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
発
行
手
続
に
重
大
な
法
令
違
反
が
あ

り
、
こ
の
瑕
疵
は
株
式
発
行
の
無
効
原
因
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
。」
と
す
る
が
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
経
な
い
ま
ま

と
い
う
状
況
に
は
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
の
不
存
在
の
場
合
と
瑕

疵
が
あ
る
場
合
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
新
株
発
行
決
議
が
不
存
在

と
い
っ
て
も
、
新
株
発
行
の
効
力
発
生
後
変
更
登
記
を
行
う
際
に
は

株
主
総
会
決
議
議
事
録
は
必
要
と
な
る
の
で
、
議
事
録
は
存
在
す
る

こ
と
と
な
り
、
新
株
発
行
決
議
の
不
存
在
に
つ
い
て
は
法
的
評
価
と

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
事
実
関
係
か
ら
虚
偽
の
議
事
録
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
の
み
被
保
全
権
利
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

株
主
総
会
決
議
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
本
案
訴
訟
が
敗
訴
と
な
る

可
能
性
も
あ
る
の
で
明
ら
か
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
の
み
被
保
全
権

利
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
次
に
、
保
全
の
必
要
性
の
疎
明
に
つ
い

て
は
、
決
議
の
内
容
が
会
社
の
経
営
権
に
変
動
を
生
じ
さ
せ
る
場
合

あ
る
い
は
会
社
の
経
営
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
場
合
に
、
こ
れ
ら

の
決
議
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
の
み
保
全
の
必
要
性
を
認

め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

新
株
発
行
無
効
の
訴
え
を
本
案
訴
訟
と
す
る
議
決
権
禁
止
の
仮
処

分
と
は
、
会
社
が
行
っ
た
新
株
発
行
行
為
と
い
う
ひ
と
つ
の
法
律
行

為
の
無
効
に
よ
り
、
特
定
の
株
主
の
議
決
権
の
行
使
の
禁
止
を
求
め

る
の
で
は
な
く
、
新
株
主
全
員
の
議
決
権
の
行
使
の
禁
止
を
求
め
る

こ
と
で
あ
る
の
で
、
仮
処
分
の
債
務
者
は
新
株
主
で
は
な
く
会
社
と

な
る
。
集
団
関
係
の
画
一
的
な
取
扱
い
を
目
的
と
し
て
、
元
来
新
株

発
行
無
効
判
決
の
効
力
は
第
三
者
に
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の

仮
処
分
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、
仮
処
分
命

令
が
会
社
の
み
を
仮
処
分
の
債
務
者
と
し
て
い
て
も
、
す
べ
て
の
新

株
式
名
義
人
を
拘
束
す
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
新
株
式
の
名
義

人
は
、
会
社
に
対
す
る
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
会
社
側
に

共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
）（
新
堂
・
前
掲
・

一
四
〇
頁
）。
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会
社
法
で
は
、
取
締
役
会
設
置
会
社
で
は
な
い
株
式
会
社
の
場
合
、

株
主
総
会
招
集
通
知
に
記
載
さ
れ
た
事
項
以
外
の
事
項
も
決
議
で
き

る
た
め
、
保
全
の
必
要
性
は
、
株
主
総
会
招
集
通
知
に
記
載
さ
れ
た

目
的
事
項
以
外
の
事
情
を
も
考
慮
し
て
疎
明
す
る
こ
と
に
な
り
（
北

村
・
前
掲
・
八
九
頁
）、
保
全
の
必
要
性
の
疎
明
が
穏
や
か
に
な
っ

て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
の
際
は
明
ら
か
に
決
議
の
結
果
に

影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
の
み
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。

五　

新
株
発
行
無
効
の
訴
え
を
本
案
訴
訟
と
す
る
議
決
権
禁
止
の
仮

処
分
を
許
容
す
べ
き
で
あ
る
が
、
被
保
全
権
利
の
存
否
と
保
全
の
必

要
性
の
疎
明
に
つ
い
て
は
厳
格
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場

を
前
提
と
し
て
、
本
件
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

　

事
実
に
よ
る
と
一
二
月
総
会
に
お
い
て
本
件
新
株
決
議
は
行
わ
れ

て
お
ら
ず
、
一
月
総
会
の
臨
時
株
主
総
会
の
議
事
録
は
あ
る
が
、
そ

の
議
事
録
に
よ
る
と
議
決
権
数
四
万
個
の
株
主
（
委
任
状
提
出
者
を

含
む
九
名
）
が
出
席
し
、
第
三
者
割
当
て
の
方
法
に
よ
る
普
通
株
式

二
万
株
の
発
行
を
満
場
一
致
で
承
認
可
決
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、
本

件
新
株
発
行
の
結
果
、
Ｙ
の
発
行
済
株
式
の
総
数
は
四
万
株
か
ら
六

万
株
に
増
加
し
た
と
あ
る
の
で
、
一
月
総
会
の
議
事
録
に
あ
る
出
席

株
主
の
有
す
る
議
決
権
数
四
万
個
は
、
Ｙ
の
発
行
済
株
式
総
数
で
あ

り
、
本
案
訴
訟
の
原
告
で
あ
り
仮
処
分
の
債
権
者
で
あ
る
Ｘ
も
本
件

新
株
発
行
に
賛
成
し
た
こ
と
と
な
る
。
本
件
新
株
発
行
に
賛
成
を
し

て
、
本
件
新
株
発
行
の
無
効
の
訴
え
を
提
訴
す
る
こ
と
は
考
え
に
く

い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
一
月
総
会
の
議
事
録
は
虚
偽
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
。
一
月
総
会
は
臨
時
株
主
総
会
と
し
て
開
催
さ
れ
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
詳
細
が
定
か
で
は
な
い
が
、

結
論
と
し
て
は
、
募
集
事
項
を
決
定
す
る
株
主
総
会
決
議
（
会
社
法

一
九
九
条
一
項
、
二
項
）
の
不
存
在
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
そ

の
と
お
り
で
あ
り
問
題
は
な
い
。
本
判
決
の
判
示
ど
お
り
、
本
件
新

株
発
行
に
つ
い
て
は
、
募
集
事
項
を
決
定
す
る
株
主
総
会
決
議
が
存

在
し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
本
件
新
株
発
行
は
無
効
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
、
被
保
全
権
利
は
あ
る
。

　

次
に
、
保
全
の
必
要
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
Ｘ
ら
は
発
行
済
株
式

数
四
万
株
の
う
ち
二
万
七
〇
〇
〇
株
を
保
有
し
て
い
た
が
、
本
件
新

株
発
行
に
よ
り
、
持
株
比
率
が
過
半
数
を
切
る
こ
と
に
な
る
。
本
件

新
株
発
行
の
無
効
の
訴
え
を
提
起
し
、
平
成
二
三
年
一
〇
月
期
総
会

の
目
的
と
し
て
、
Ｙ
の
代
表
取
締
役
に
対
し
取
締
役
か
ら
の
解
任
、

取
締
役
六
名
及
び
監
査
役
二
名
の
選
任
に
つ
い
て
株
主
提
案
を
行
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
経
営
権
の
支
配
を
争
っ
て
い
る
状
況
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
者
割
当
増
資
の
割
当
先
が
事
実
か
ら
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
割
当
先
が
Ｘ
ら
と
Ｙ
の
支
配
に
つ
い
て
争
っ

て
い
る
側
で
あ
る
と
す
る
と
、
平
成
二
三
年
一
〇
月
総
会
に
お
い
て

株
主
提
案
で
あ
る
取
締
役
の
解
任
決
議
と
取
締
役
及
び
監
査
役
の
選
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任
決
議
に
つ
い
て
、
新
株
の
株
主
が
議
決
権
を
行
使
す
る
と
、
成
立

し
な
い
こ
と
と
な
り
、
Ｘ
ら
は
著
し
い
損
害
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

決
議
内
容
が
会
社
の
経
営
権
に
変
動
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
で
あ
り
、

決
議
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
で
あ
る
の
で
、
本
件
仮
処
分
を

必
要
と
し
、
保
全
の
必
要
性
の
疎
明
も
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
仮
処
分
の
原
決
定
の
取
消
し
と
本
件
仮
処
分
命
令
申
立

て
の
却
下
を
認
め
ず
、
原
決
定
を
認
可
す
る
と
し
た
結
論
に
賛
成
で

あ
る
。

岡
本
智
英
子　


